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資料 1-1 報告第１号 

 

相楽東部広域バスの利用状況等について 

 

○利用状況（令和 2年 10 月～令和 3 年 9月） 

・ 利用者数は 1,761 人（昨年同時期：1,419 人、昨対 124.1％）。１便当たり 1.079 人 

R3/3 から R3/9 まで 7 ヶ月間、維持基準 1 便/1 人をキープ。 

・ 各便の平均利用人数については、加茂駅発 4便中 3便が増加に転じている。引き続き

第 2便、第 4 便の利用が大幅に伸び、第 6便も伸びて来ている。 

・ 曜日別利用人数については、引き続き水曜日が大幅に伸びている(約 154.3%)。 

・ 停留所別の利用状況については、月ヶ瀬口発の月ヶ瀬 NT乗車、降車が大幅に伸びてい

る。また加茂駅発の南山城村役場前降車が大幅に伸びており、南山城村からの移動が

上記利用人数を押し上げている。 

 

○データ概略 

 ・各便の平均利用人数                     （人／便） 

 今 回 
［ R2.10～R3.9 ］ 

前 回 
［ R1.10～R2.9 ］ 

① 月ヶ瀬発（ 8:15） 1.716（121.6%） 1.411 

② 加茂駅発（ 9:15） 1.049（150.7%） 0.696 

③ 月ヶ瀬発（10:15） 0.956（101.5%） 0.942 

④ 加茂駅発（11:15） 1.725（170.8%） 1.010 

⑤ 月ヶ瀬発（13:15） 0.740（146.0%） 0.507 

⑥ 加茂駅発（14:15） 1.309（109.7%） 1.198 

⑦ 月ヶ瀬発（15:40） 0.534（127.1%） 0.420 

⑧ 加茂駅発（16:40） 0.603（ 89.9%） 0.671 

平 均 1.079（125.3%） 0.861 

                                  

  

・曜日別利用人数                       （人／便） 

 今 回 
［ R2.10～R3.9 ］ 

前 回 
［ R1.10～R2.9 ］ 

月 1.055（110.4%） 0.956 

水 1.409（154.3%） 0.913 

金 0.998（108.2%） 0.922 

土 0.850（129.6%） 0.656 

平 均 1.079（125.3%） 0.861 
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・停留所別利用状況（上位５停留所） 
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【資料1-3　報告第1号】

３　便別利用人数  「人数／１便」が平均より多い ３　便別利用人数  「人数／１便」が平均より多い

１０月 １１月 １２月 　１月 　２月 　３月 　４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 計
運行
便数 人数／１便 １０月 １１月 １２月 　１月 　２月 　３月 　４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 計

運行
便数 人数／１便

運行
日数 18 17 16 16 16 18 17 18 17 18 18 17 206

運行
日数 17 18 16 16 17 17 17 18 17 18 18 17 206

１便 21 16 23 26 20 33 24 37 27 33 31 28 319 206 1.549 １便 33 32 21 22 26 25 19 20 27 22 20 25 292 206 1.417

２便 1 3 4 2 2 4 7 6 7 5 6 8 55 206 0.267 ２便 4 16 12 9 10 12 10 10 15 10 19 17 144 206 0.699

３便 21 18 9 9 13 17 17 15 34 18 18 14 203 206 0.985 ３便 15 16 13 20 21 16 13 12 20 16 24 9 195 206 0.947

４便 20 12 11 9 12 16 20 18 16 15 20 18 187 206 0.908 ４便 13 20 20 12 27 13 15 12 19 12 27 19 209 206 1.015

５便 9 5 9 1 9 14 19 14 11 13 18 9 131 206 0.636 ５便 12 13 13 10 12 9 6 4 2 4 15 5 105 206 0.510

６便 22 17 23 19 18 20 29 37 22 27 16 19 269 206 1.306 ６便 14 30 25 19 24 23 10 16 24 24 20 19 248 206 1.204

７便 8 5 2 8 4 3 5 7 7 3 14 7 73 206 0.354 ７便 4 6 11 9 11 7 3 3 7 17 4 5 87 206 0.422

８便 13 8 15 11 16 11 9 14 7 4 22 21 151 206 0.733 ８便 30 11 16 11 5 14 3 6 11 7 15 10 139 206 0.675

９便

合計 115 84 96 85 94 118 130 148 131 118 145 124 1,388 1,648 0.842 合計 125 144 131 112 136 119 79 83 125 112 144 109 1,419 1,648 0.861

４　方面別利用人数 ４　方面別利用人数

１０月 １１月 １２月 　１月 　２月 　３月 　４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 計
運行
便数 人数／１便 １０月 １１月 １２月 　１月 　２月 　３月 　４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 計

運行
便数 人数／１便

１便 21 16 23 26 20 33 24 37 27 33 31 28 319 206 1.549 １便 33 32 21 22 26 25 19 20 27 22 20 25 292 206 1.417

３便 21 18 9 9 13 17 17 15 34 18 18 14 203 206 0.985 ３便 15 16 13 20 21 16 13 12 20 16 24 9 195 206 0.947

５便 9 5 9 1 9 14 19 14 11 13 18 9 131 206 0.636 ５便 12 13 13 10 12 9 6 4 2 4 15 5 105 206 0.510

７便 8 5 2 8 4 3 5 7 7 3 14 7 73 206 0.354 ７便 4 6 11 9 11 7 3 3 7 17 4 5 87 206 0.422

合計 59 44 43 44 46 67 65 73 79 67 81 58 726 824 0.881 合計 64 67 58 61 70 57 41 39 56 59 63 44 679 824 0.824

１０月 １１月 １2月  １月 2月 3月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 計
運行
便数 人数／１便 １０月 １１月 １2月  １月 2月 3月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 計

運行
便数 人数／１便

２便 1 3 4 2 2 4 7 6 7 5 6 8 55 206 0.267 ２便 4 16 12 9 10 12 10 10 15 10 19 17 144 206 0.699

４便 20 12 11 9 12 16 20 18 16 15 20 18 187 206 0.908 ４便 13 20 20 12 27 13 15 12 19 12 27 19 209 206 1.015

６便 22 17 23 19 18 20 29 37 22 27 16 19 269 206 1.306 ６便 14 30 25 19 24 23 10 16 24 24 20 19 248 206 1.204

８便 13 8 15 11 16 11 9 14 7 4 22 21 151 206 0.733 ８便 30 11 16 11 5 14 3 6 11 7 15 10 139 206 0.675

９便

合計 56 40 53 41 48 51 65 75 52 51 64 66 662 824 0.803 合計 61 77 73 51 66 62 38 44 69 53 81 65 740 824 0.898

加茂駅⇒月ヶ瀬口駅行き

相楽東部広域バス利用状況等について（平成30年10月～令和元年9月） 相楽東部広域バス利用状況等について（令和元年10月～令和2年9月）

月ヶ瀬口駅⇒加茂駅行き

加茂駅⇒月ヶ瀬口駅行き

相楽東部広域バス利用状況等について（令和元年10月～令和2年9月）

月ヶ瀬口駅⇒加茂駅行き



【資料1-3　報告第1号】

３　便別利用人数  「人数／１便」が平均より多い ３　便別利用人数  「人数／１便」が平均より多い

１０月 １１月 １２月 　１月 　２月 　３月 　４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 計
運行
便数 人数／１便 １０月 １１月 １２月 　１月 　２月 　３月 　４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 計

運行
便数 人数／１便

運行
日数 17 18 16 16 17 17 17 18 17 18 18 17 206

運行
日数 17 17 16 16 16 18 17 18 17 18 17 17 204

１便 33 32 21 22 26 25 19 20 27 22 20 25 292 206 1.417 １便 21 28 24 23 19 33 28 37 31 35 35 36 350 204 1.716

２便 4 16 12 9 10 12 10 10 15 10 19 17 144 206 0.699 ２便 16 15 16 14 17 25 23 18 19 19 12 20 214 204 1.049

３便 15 16 13 20 21 16 13 12 20 16 24 9 195 206 0.947 ３便 9 6 18 15 15 12 16 25 19 20 15 25 195 204 0.956

４便 13 20 20 12 27 13 15 12 19 12 27 19 209 206 1.015 ４便 13 32 29 21 18 32 39 35 36 37 30 30 352 204 1.725

５便 12 13 13 10 12 9 6 4 2 4 15 5 105 206 0.510 ５便 6 9 15 11 14 12 16 9 7 15 12 25 151 204 0.740

６便 14 30 25 19 24 23 10 16 24 24 20 19 248 206 1.204 ６便 28 23 24 14 18 22 16 22 14 20 33 33 267 204 1.309

７便 4 6 11 9 11 7 3 3 7 17 4 5 87 206 0.422 ７便 15 18 8 3 15 11 3 5 4 13 7 7 109 204 0.534

８便 30 11 16 11 5 14 3 6 11 7 15 10 139 206 0.675 ８便 10 16 8 14 7 12 8 8 13 9 9 9 123 204 0.603

９便

合計 125 144 131 112 136 119 79 83 125 112 144 109 1,419 1,648 0.861 合計 118 147 142 115 123 159 149 159 143 168 153 185 1,761 1,632 1.079

４　方面別利用人数 ４　方面別利用人数

１０月 １１月 １２月 　１月 　２月 　３月 　４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 計
運行
便数 人数／１便 １０月 １１月 １２月 　１月 　２月 　３月 　４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 計

運行
便数 人数／１便

１便 33 32 21 22 26 25 19 20 27 22 20 25 292 206 1.417 １便 21 28 24 23 19 33 28 37 31 35 35 36 350 204 1.716

３便 15 16 13 20 21 16 13 12 20 16 24 9 195 206 0.947 ３便 9 6 18 15 15 12 16 25 19 20 15 25 195 204 0.956

５便 12 13 13 10 12 9 6 4 2 4 15 5 105 206 0.510 ５便 6 9 15 11 14 12 16 9 7 15 12 25 151 204 0.740

７便 4 6 11 9 11 7 3 3 7 17 4 5 87 206 0.422 ７便 15 18 8 3 15 11 3 5 4 13 7 7 109 204 0.534

合計 64 67 58 61 70 57 41 39 56 59 63 44 679 824 0.824 合計 51 61 65 52 63 68 63 76 61 83 69 93 805 816 0.987

１０月 １１月 １2月  １月 2月 3月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 計
運行
便数 人数／１便 １０月 １１月 １2月  １月 2月 3月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 計

運行
便数 人数／１便

２便 4 16 12 9 10 12 10 10 15 10 19 17 144 206 0.699 ２便 16 15 16 14 17 25 23 18 19 19 12 20 214 204 1.049

４便 13 20 20 12 27 13 15 12 19 12 27 19 209 206 1.015 ４便 13 32 29 21 18 32 39 35 36 37 30 30 352 204 1.725

６便 14 30 25 19 24 23 10 16 24 24 20 19 248 206 1.204 ６便 28 23 24 14 18 22 16 22 14 20 33 33 267 204 1.309

８便 30 11 16 11 5 14 3 6 11 7 15 10 139 206 0.675 ８便 10 16 8 14 7 12 8 8 13 9 9 9 123 204 0.603

合計 61 77 73 51 66 62 38 44 69 53 81 65 740 824 0.898 合計 67 86 77 63 60 91 86 83 82 85 84 92 956 816 1.172

相楽東部広域バス利用状況等について（令和元年10月～令和2年9月）

月ヶ瀬口駅⇒加茂駅行き

相楽東部広域バス利用状況等について（令和2年10月～令和3年9月）

加茂駅⇒月ヶ瀬口駅行き

月ヶ瀬口駅⇒加茂駅行き

加茂駅⇒月ヶ瀬口駅行き
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１. 協議会が目指す地域公共交通の将来像 

公共交通の将来像 

ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通網形成計画において「将来のまちづくりに

適応できるよう、全ての利用者が気軽に利用できる公共交通網の形成を目指す」との基

本方針のもと、地域住民の様々なシーンにおいて、気軽に利用可能で、移動先の選択を

広げるような、また来訪者や移住者に対しては、次もこの地域に来たくなるような、こ

の地域に住み続けたくなるような公共交通網の形成を目指す。 

 

－暮らして楽しい、訪れて楽しいまちづくり「双楽」を支える公共交通網の再構築－ 

公共交通ネットワーク図 

 

 

 

ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通活性化協議会 

資料２－１ 協議第１号 
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２. 計画の達成状況の評価に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画の評価等は、ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通活性化協議会が主体と

なり実施する。 

実施にあたっては、ＰＤＣＡサイクルの進行管理に基づき、施策の実施状況や目標

値の達成状況について検証・評価する。 

また計画を達成するための取組について、自治体、交通事業者、道路管理者、警察、

住民、企業等が一体となって、継続的に協議・調整できる体制づくりを行う。 

 

【主な数値目標（平成 27 年度⇒令和３年度）】 

・ＪＲ笠置駅、大河原駅、月ヶ瀬口駅の利用者数    18.3 万人/年⇒20.0 万人/年 

・各町村を運行するバスの利用者数 笠置町       1.6 万人  ⇒ 1.6 万人 

                 和束町      10.3 万人  ⇒10.3 万人 

                 南山城村          4.5 万人  ⇒ 4.5 万人 

・観光入り込み客数        笠置町      25.1 万人  ⇒33.0 万人 

                 和束町       8.2 万人  ⇒25.0 万人 

                 南山城村         30.2 万人  ⇒36.3 万人 
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３. 目標達成に向けた公共交通に関する具体的取組み内容 

（１） 取組経緯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年９月６日（第 1 回）  

ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通網形成計画について協議開始 

平成 29 年３月６日（第３回） 

ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通網形成計画について承認 

平成 29 年６月 15 日（第４回）  

３町村を結ぶ広域バスの本格運行計画について協議 

平成 30 年度生活交通確保維持改善計画について承認 

（未確定事項については後日書面協議を実施することで合意） 

平成 29 年８月 23 日（第５回） 

平成 30 年度生活交通確保維持改善計画について書面協議を実施 

平成 29 年 11 月 24 日（第６回） 

相楽東部広域バスの利用状況等について報告 

ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通網形成計画における平成 29 年度進捗

状況について報告 

平成 30 年３月 19 日（第７回） 

相楽東部広域バスの利用状況等について報告 

ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通網形成計画における平成 30 年度事業

計画について承認 

平成 30 年６月 14 日（第８回） 

相楽東部広域バスの利用状況等について報告 

相楽東部広域バスの運行経路の変更について承認 

平成 30 年度地域内フィーダー系統確保維持計画の変更について承認 

平成 30 年７月 31 日（第９回） 

平成 30 年度地域内フィーダー系統確保維持計画の変更について承認 

平成 30 年 11 月 21 日（第 10 回） 

相楽東部広域バスの利用状況等について報告 

平成 30 年度地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金交付申請について承認 

平成 31 年１月 21 日（第 11 回） 

 平成 30 年度地域公共交通確保維持改善事業の事業評価について承認 

平成 31 年３月 13 日（第 12 回） 

相楽東部広域バスの利用状況等について報告 

平成 31 年度事業計画について承認 

令和元年５月 31 日（第 13 回） 

相楽東部広域バスの利用状況等について報告 

 令和２年度地域内フィーダー系統確保維持計画について承認 
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（２） 目標を達成するために行う事業・実施主体・事業概要等 

 

 

地域公共交通確保維持改善事業 

事業 実施主体 着手・実施期間 種別 事業概要 

地域内フィーダ

ー系統確保維持

費補助金 

協議会 R2.10.1～ 

R3.9.30 

フ 加茂駅～月ヶ瀬口駅（月ヶ瀬加茂

線）のバス路線運行 

【種別】幹：地域間幹線系統、フ：地域内フィーダー系統、策：計画策定事業、推：計画推進事業 

    再策：再編計画策定事業、再推：再編計画推進事業 

補助対象事業 

令和元年 11 月 25 日（第 14 回） 

相楽東部広域バスの利用状況等について報告 

 JR 関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通網形成計画への事業評価の承認 

令和 2 年７月 8 日（第 15 回） 

令和元年度地域公共交通確保維持事業の自己評価の報告 

令和３年度地域内フィーダー系統確保維持計画について承認 

令和 2 年 11 月 20 日（第 16 回） 

相楽東部広域バスの利用状況等について報告 

令和２年度地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金交付申請について承認 

令和 3 年 3 月 16 日（第 17 回） 

令和３年度事業計画について承認 

相楽東部広域バスの利用状況等について報告 

地域公共交通計画の策定について報告 

令和 3 年 6 月 14 日（第 18 回） 

 令和２年度収支決算について報告 

相楽東部広域バスの利用状況等について報告 

 令和４年度地域内フィーダー系統確保維持計画について承認 

相楽東部広域バスの利用状況等について報告 

 JR 関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通網形成計画への事業評価の承認 

令和 3 年 9 月 24 日（第 19 回） 

令和３年度補正予算（案）について承認 

地域公共交通計画の策定方針について報告 

相楽東部広域バスの利用状況等について報告 

令和 3 年 11 月 29 日（第 20 回）【書面決議】 

令和３年度地域公共交通確保維持改善事業補助金（地域内フィーダー系統確保維

持国庫補助金）交付申請書（案）について承認 
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事業 実施主体 着手・実施期間 事業概要 

観光路線運行 和束町 【試験運行】 

H30.10.1～ 

R2.9.30 

【本格運行】 

R3.10.1～ 

白栖茶畑経由のバス路線運行につ

いて試験的に開始。実施後、本格

運行に移行 

 

（３）生産性向上の視点から取組んだ事業 

事業 取組内容 効果目標 

貨客混載輸送 山城ヤサカタクシーへの佐川急

便の荷物混載での配送事業 

住民への利便性の意識向上 

 

 

４. 具体的取組に対する評価 

 

 

 

 

 

 

 

５. 自己評価から得られた課題と対応方針 

課  題 課題への対応方針 

目標達成に至ったが、さらに利用者数を増

やす取組が必要 

 

・長引く新型コロナウイルス感染症の影響

や JR 大和路線の減便といった社会情勢の

変化を踏まえるとともに、利便性の向上及

び収支改善に努める。 

 

・来訪者の需要創出を図るためのアピール

等を実施（公共交通及びお出かけ先等に関

するあらゆる情報の発信源となる、コンシ

ェルジュ（総合案内）機能を有する 3 町村

【バス】 

・地域内交通の木津駅への乗入れ等によ

り、JR 大和路線の減便による利便性低下

を補う。 

・バス停留所における利用者の安全確

保、上屋の設置、ベンチの設置、時刻表

の見やすさ改善、駐輪場の併設など、バ

ス利用者が快適に利用できるような環

境整備を推進する。 

・道の駅「お茶の京都みなみやましろ村」

におけるバス乗換拠点整備や、駅再生プ

ロジェクトにより整備された笠置駅、大

非補助事業 

＜地域内フィーダー系統確保維持事業＞ 

新型コロナウイルス感染症拡大防止による、外出自粛等の影響もあったが、地域

に愛されるバスとして定着させるため、幟旗を乗継拠点や主要施設に設置すると

ともに、広報誌への時刻表掲載等、利用拡大を図ることで、運行回数１回あたり２

人以上の補助対象基準を満たすことができ、広域バスの利用促進に一定程度の効

果があったと評価している。 
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公共交通総合案内拠点を設ける等） 

 

河原駅に続き、和束町の中心部や南山城

村の月ケ瀬口駅等において、交通結節機

能を強化するとともに、これらの計画区

域内外の人々が集う施設を活用し、定住

促進を目指す地域のまちづくりと連携

した新たな賑わい創出の拠点とする。 

 

【JR】 

・鉄道を中心とする公共交通サービスの

改善を進めることで、広域的な通勤・通

学移動の利便性を高め、この地域に住み

続けながら、快適に学び・働ける交通環

境を目指す。 

・鉄道の利用を促進するため、駅での公

共交通同志の乗継ぎ環境や待合環境の

改善を行い、昨今減便された JR 大和路

線列車の早期運行再開を目指す。 

 

【観光】 

・３町村の公共交通及びお出かけ先等に

関する情報発信を効率的に、分かり易く

行うため、経路検索サイトへの情報提供

を行い、地域内交通の路線や時刻表の情

報発信を行う。 

・３町村の公共交通及びお出かけ先等に

関するあらゆる情報の発信源となる、コ

ンシェルジュ（総合案内）機能を有する

３町村高校交通総合案内拠点を設ける。 

 

 

 

 

１．直近の第三者評価の活用・対応状況 

直近の第三者評価委員会に
おける事業評価結果 

事業評価結果の反映状況 
（具体的対応内容） 

今後の対応方針 

目標値については現状の補

助対象基準の下限値である

ことから、利用促進事業に

ついては計画的かつ効果検

・地域に愛されるバスとし

て定着させるため、幟旗を

乗継拠点や主要施設に設置

するとともに、広報誌への

地域住民が様々な移動場

面において、気軽に利用可

能で、移動先の選択の幅を

広げるような、また、来訪

ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通活性化協議会 
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証なども実施し、需要創出

に努められたい。 

時刻表掲載等、利用拡大に

取組んだ。 

・南山城村にて、村タク（デ

マンド交通）の運行を開始

し、交通機関相互の乗継の

利便性向上に取組んだ。 

者や移住者に対しては、次

もこの地域に来たくなる

ような、この地域に住み続

けたくなるような公共交

通サービスの整備を目指

すために、3 町村の関係者

及び区域の交通事業者、住

民など、様々な関係者が連

携し、総合的な取組として

進める。 

１． 直近の第三者評価の活用・応状 

 

 

２．アピールポイント、特に工夫した点など 

〇「標準的なバス情報フォーマット（GTFS-JP）」の整備 

広域バスのデータを公開、Google マップに対応した。これにより、インターネットによ

る経路検索が可能となり、観光等、来訪者の公共交通利用の利用促進 PR を引続き実施

する。 

 

○バスラッピング・のぼりの設置 

住民や来訪者への認知度の向上を図るため、相楽東部をイメージしたバスラッピン

グを実施するとともに、乗り継ぎ拠点や、周辺主要施設、イベント会場、バス停など

に相楽東部広域バスののぼりを設置した。 

 



「資料２-２　協議第１号」

令和3年11月22日

協議会名：ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通活性化協議会

評価対象事業名：地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通確保維持改善計画に基づく事業）

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況

計画に位置付けられた事業
はおおむね適切に実施さ
れ、数値目標を達成でき
た。

Ａ

南山城村にて、村タク（デマンド
交通）の運行を開始し、交通機
関相互の乗継の利便性向上を
図るとともに、運転免許証自主
返納に向けた働きかけや、広
報誌に当該バス情報の記事掲
載により、区域内における公共
交通ネットワークの存在をPRし
た。

月ヶ瀬加茂線
月ヶ瀬口駅～笠置いこいの館
～加茂駅(西口)

ＪＲ関西本線（加茂以東）沿
線地域公共交通活性化協
議会

（運行事業者：㈱キタモリ）

相楽東部地域では人口減少と
高齢化が一段と進んでおり、こ
れからも地域の公共交通を守
り、子どもから高齢者まで誰も
が安心してお出かけできる環境
を実現するためには、利用者、
交通事業者等から寄せられた
意見や要望をもとに、引き続き
運行経路・ダイヤの見直し等の
利便性の向上及び収支改善に
努める。

新型コロナウイルス感染症
拡大防止による外出自粛等
の影響もあったが、運行回
数１回あたり2.158人と昨年
度対比125.4%の増であり、2
人とした目標達成に至っ
た。

A



「資料２-３　協議第１号」

資料１（１－２）　協議第１号

地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

暮らして楽しい、訪れて楽しいまちづくり「双楽」を支える公共交通網の再構築
方針１．計画区域内外の交流を促進し、町村の連携強化、地域の活力向上に寄与する公共交通網の構築
方針２．多様な世代の要望に応えつつ持続可能な移動手段の確保
方針３．交通結節点を交流拠点として活用し、まちづくりと連携した賑わいの創出
方針４．多様な主体の連携による公共交通利用促進施策の推進

人口減少等により、従来型の地域コミュニティの維持が困難となっており、既存の基幹交通であるＪＲ関西本線と当評
価対象路線である相楽東部広域バスの運行により、圏内の東西交通を利便性の高いものとし、各町村内の交通を結
節点で結び、高齢者や移動手段を持たない交通弱者にとって必要不可欠な公共交通を維持し、また、観光客が来訪し
たい、移住者が移り住みたいという将来のまちづくりに適応できるよう、全ての利用者が気軽に利用できる広域的な移
動手段を確保する。

事業実施と生活交通確保維持改善計画との関連について

令和3年11月22日

協議会名： ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通活性化協議会

評価対象事業名： 地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金



ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通活性化協議会

暮らして楽しい、訪れて楽しいまちづくり「双楽」を支える公共
交通網の再構築

○相楽東部広域連合第２次広域計画（H28～H30）
○和束町第４次総合計画（後期計画）（H28～H32）
○笠置町第３次総合計画（H24～H33）
○南山城村第４次総合計画（H24～H33）
○ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通網形成計画（H29～H33）

※３町村の既往計画に共通して「人口減少を食い止め、定住促進を図る」ことを実
現するため、公共交通の充実を掲げている。

事業名：令和３年度地域内フィーダ系統

【協議会開催状況】
第１回協議会 平成28年 9月 6日
第３回協議会 平成29年 3月 6日
第４回協議会 平成29年 6月15日
第５回協議会 平成29年 8月30日
第６回協議会 平成29年11月24日
第７回協議会 平成30年 3月19日
第８回協議会 平成30年 6月14日
第９回協議会 平成30年 7月31日
第10回協議会 平成30年11月21日
第11回協議会 平成31年 1月21日
第12回協議会 平成31年 3月13日
第13回協議会 令和元年 5月31日
第14回協議会 ,令和元年11月25日
第15回協議会 令和２年 7月 8日
第16回協議会 令和２年11月20日
第17回協議会 令和３年 ３月16日
第18回協議会 令和３年６月 14日
第19回協議会 令和３年９月 24日
第20回協議会 令和３年11月29日（書面決議）
※参考資料 別添のとおり
（ＪＲ関西本線（加茂以東沿線地域公共交通網形成計画 Ｐ２～Ｐ５））

具体的取り組み （D）

取組みに対する評価 （C）

自己評価から得られた課題、対応 （A）

アピールポイント、特に工夫した点など

目標達成に至ったが、さらに利用者数を増やす取組が必要

・長引く新型コロナウイルス感染症の影響やJR大和路線の減便といった社会情勢の変化を踏まえるとと
もに、利便性の向上及び収支改善に努める。

・来訪者の需要創出を図るためのアピール等を実施（公共交通及びお出かけ先等に関するあらゆる情
報の発信源となる、コンシェルジュ（総合案内）機能を有する3町村公共交通総合案内拠点を設ける等）

加茂駅（西口）～月ヶ瀬口駅間を、国道163号を走行して、途中笠置駅、大河原駅、道の駅「お茶の京都
みなみやましろ村」のほか、沿線の主な公共施設や集落を経由しながら結ぶ広域バスの運行

南山城村にて、村タク（デマンドタクシー）の運行を開始し、交通機関相互の乗継の利便性向上を図ると
ともに、運転免許証自主返納に向けた働きかけや、広報誌に当該バス情報の記事掲載により、区域内
における公共交通ネットワークの存在をPRした。

※H29.10.2～運行開始 月、水、金、土 運行 １日４往復

※枠が足りない場合等適宜作成可、必要に応じて参考資料を添付願います。

新型コロナウイルス感染症拡大防止による、外出自粛等の影響もあったが、地域に愛されるバスとして
定着させるため、幟旗を乗り継ぎ拠点や主要施設に設置するとともに、広報誌への時刻表掲載等、利用
拡大を図ることで、運行回数１回あたり２人の補助対象基準を満たすことができ、広域バスの利用促進
に一定程度の効果があったと評価している。

概要図･参考資料

目的 計画 目標 （P）

•「標準的なバス情報フォーマット（GTFS-JP）」データを整備し、インターネットによる経路検索を可能としま
した。

•住民や来訪者への認知度の向上を図るため、相楽東部をイメージしたバスラッピングを実施するととも
に、乗り継ぎ拠点や、周辺主要施設、バス停などに幟旗を設置しました。

資料2-4  協議第1号



【資料3　協議第2号】

JR関西本線(加茂以東)沿線地域公共交通計画策定に向けたスケジュール

担当 10/4 10/11 10/18 10/25 11/1 11/8 11/15 11/22 11/29 12/6 12/13 12/20 12/27 1/3 1/10 1/17 1/24 1/31 2/7 2/14 2/21 2/28 3/7 3/14 3/21 3/28

公共交通活性化協議会 ー
第20回

書面

第21回

12/10
第22回 ２月下旬

回収 事務局 回収〆10/25

集計・分析 コンサル 入力→集計・分析

項目検討 コンサル

実施・まとめ 事務局、コンサル

内容立案、資料作成 コンサル 内容提案 確定

募集や会場等準備 事務局、コンサル 日程決定→公募等準備

開催 事務局、コンサル

第1回

11/19

(和束

町)

第1回

11/27

(笠置町・

南山城

村)

第2回

12/11

(合同)

内容立案、資料作成 コンサル 内容提案 確定

募集や会場等準備 事務局、コンサル パネラーの日程調整→日程決定→会場・公募等準備

開催 事務局、コンサル 1/22

作成
※基本方針、

　対応プロジェクト

事務局 →地域懇談会で提示

個別委員説明 事務局 委員意見より必要な修正

課題抽出 コンサル

事例調査 コンサル

作成(法律要請項目)
※目標(定量指標)、事業と実

施主体、スケジュール、評価の考

え方他

事務局、コンサル
事務局

案

委員事前送付(確認依頼)事務局

計画(案) 作成 事務局、コンサル パブリックコメント：１か月（仮） 修正

計画 策定 事務局 協議会を踏まえた修正

協議会を踏まえた

修正

計画(素案)

２月 ３月１０月 １１月 １２月 １月

地域懇談会

計画骨子(案)

シンポジウム

住民交流会

住民アンケート

事業者ヒアリング



ＪＲ関西本線(加茂以東)沿線地域公共交通計画 概要版（中間案）

本計画の目的等

■ 目的

１

京都府と笠置町、和束町、南山城村は、平成29年3月に「ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域
公共交通網形成計画」を策定し、相楽東部地域での公共交通を利用したお出かけ環境の改善に取
り組んできました。その結果、ＪＲ関西本線の駅舎改修や駅前広場の整備、笠置駅以東への
ICOCAエリア拡大、相楽東部広域バスの運行開始など、公共交通の利便性を向上させる様々な施
策が実現しています。
しかし、相楽東部地域では人口減少と高齢化が一層進んでおり、これからも地域の公共交通を

守り、子どもから高齢者まで誰もが安心してお出かけできる環境を実現するためには、引き続き
取り組みを進める必要があり、新型コロナウイルスの影響やＪＲ大和路線の減便などの社会情勢
の変化を踏まえた「地域公共交通計画」に改定します。

1

地域の公共交通の現況２

■ 計画期間

おおよそ１０年後（令和１３年度）の将来を見据えつつ、令和４年度から８年度までの５年間
の計画とします。

■ 計画の位置づけ

本計画は、３町村、京都府の総合計画やまちづくりに関する計画と連携・整合を図り、地域の
公共交通のマスタープランとして位置づけます。

■ 対象とする交通

鉄 道：JR関西本線（加茂以東）
バ ス：奈良交通 和束木津線

相楽東部広域バス
地域内交通：笠置町循環バス、和束町グリーンスローモビリティ、南山城村内交通（村営バス、

月ヶ瀬ニュータウン線、村タク）
個 別 輸 送：スクールバス、福祉有償運送、タクシー

■ 計画区域

本計画の対象となる区域は、和束町、笠置町、南山城村
の２町１村からなる地域とします。

和 束 町

笠 置 町

南山城村 全域

全域

全域

３町村の総合計画・関連計画
京都府の広域計画・関連計画

JR関西本線(加茂以東)沿線
地域公共交通計画

• 定住促進、交流人口の増大
• 出産、子育て環境の充実
• 産業の創生や基盤強化による地元雇用の確保
• 人・地域の交流を支える拠点・ネットワーク

づくり
• 観光交流の推進
• 暮らしの安全と安心の確保
• 次代を担う人材育成

＜各計画の政策の方向性＞

地域の将来像実現に向けて
公共交通が果たすべきこと
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少しています。特に近年は、新型
コロナウイルス感染症の拡大によ
り、大きな影響が出ています。
コロナ禍を乗り越えて、地域の活
力を取り戻すためにも、安全安心
で豊かな暮らしの基盤となるとと
もに交流と定住を促進し、暮らし
て楽しい、訪れて楽しいまちづく
り「双楽」を実現する公共交通
サービスの構築が必要です。

ＪＲ関西本線の駅別乗車人員の推移

この５年間で実施してきた主な取組３

相楽東部広域バスの運行 ＪＲ関西本線の交通系ＩＣ
カード利用エリア拡大

笠置駅前広場整備・駅舎改修、大河原駅の駅舎改修

南山城村「村タク」の運行
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⑤ まちづくりと連携した公共交通サービス改善によって「おでかけ」したくなる地域と
することで、コロナ禍を乗り越え、人口減少社会においても公共交通を持続可能とする

基
本
方
針
⑤

交通空白地有償運送やデマンド交通の拡大⑤-1

スクールバスや福祉有償運送など、様々な主体との連携による移動手段の確保⑤-2

住民等の公共交通の利用者数／交通空白地の縮小【再掲】数値目標

地域の課題・目指すべき将来像・基本方針４

基
本
方
針
①

① コロナ禍等による減便からの回復を目指し、ＪＲ関西本線沿線全体の公共交通サービス
を改善することで利用者を増やす

駅での鉄道とバスの接続性の確保、改善①-2

高齢者や子ども連れにも利用しやすい駅の環境整備（多機能トイレ、Wi-Fiなど）①-1

住民等の公共交通の利用者数／整備拠点数／鉄道との接続便数数値目標

基
本
方
針
③

③ 駅や拠点バス停での乗継利便性や待合快適性を高め、安心感があり立ち寄りたくなる拠
点をつくることで、地域内外の交流を促進する

住民等の公共交通の利用者数／整備拠点数／鉄道との接続便数【再掲】数値目標

和束町中心部におけるバス乗継拠点の整備③-2

高齢者や子ども連れにも利用しやすい駅の環境整備【再掲】③-1

2

※MaaS（Mobility as a Service）：地域住民や旅行者一人一人の移動ニーズに対応して、複数の移動サービスを組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービス

加茂駅、木津駅での乗継時間改善①-3

④ 情報発信の強化やMaaSの導入等によって、公共交通の分かりやすさ、使いやすさを向上
させ、特に観光での移動を便利で快適にする

住民等の公共交通の利用者数／観光入込客数／情報のオープンデータ化率数値目標基
本
方
針
④

相楽東部地域の交通総合案内窓口（コンシェルジュ）の設置④-1

来訪者にも分かりやすい、経路検索サイトでの情報提供④-2

④-3 観光型MaaS※の導入 総合時刻表の作成・配布④-4

基
本
方
針
②

② 高校生・高齢者を主なターゲットに、自家用車に頼らなくても、通勤・通学・買い物・
通院ができ、「健幸」に暮らせる地域を目指す

犬打峠トンネル開通後、新たに和束町と宇治市方面を結ぶバス路線の開設②-1

住民等の公共交通の利用者数／公共交通の収支率／公共交通への公的資金投入額
通勤・通学・通院可能エリアの拡大／交通空白地の縮小

数値目標

地域間幹線バス路線の再編（奈良交通・和束木津線）②-2

地域内バス路線の再編（笠置町循環バス）②-3 相楽東部広域バスの運行改善②-4

公共交通における新型コロナウイルス感染症対策のＰＲ、高齢者の外出促進②-7

②-5 地域内交通の加茂駅、木津駅への乗入れ 高校生・高齢者を対象とした利用促進②-6

人口が急速に減少しており、特に年
少・生産年齢人口の減少が著しい

高齢化率が５０％程度と高く、今後
も上昇が見込まれる

地域内に総合病院や商業施設、高校
がなく、地域外の施設を利用

地域公共交通等の課題地域の問題点

都
市
構
造
や
人
口
等

地域で暮らしながら、京都市など
へ通勤・通学できる公共交通サー
ビスの整備

通勤・通学交通に関する課題

観光客の滞在時間を増やすため、
宿泊施設や飲食店から地域内の観
光地などへ公共交通で移動できる
仕組みの構築、情報発信

移住・定住促進施策やワーケー
ションの取組などとの連携

観光・交流交通に関する課題

自家用車保有率が高く、通勤・通学
での自家用車利用が多い

人口減少に加え新型コロナウイルス
の影響により公共交通利用者が減少、
ＪＲ大和路線が減便されるなど、公
共交通の維持・存続が困難に

自家用車への依存が高い一方、自家
用車の運転が困難な高齢者が増加

公
共
交
通

鉄道駅の利用環境、待合環境が悪い
（跨線橋、未改修のトイレなど）

観光客などの来訪者が利用できない
住民限定のバスが存在

地域内交通の情報発信不足、ウィズ
コロナにおいて訪日外国人客など来
訪者の利用促進につながらない

ドライバー不足・高齢化

地域内から乗換なしで木津
まで直行する公共交通がほ
しい

自宅からバス停までが遠い

自分でクルマを運転できな
くなる将来はバスが必要

コロナ禍で定期券収入減少

都市に比べて運賃が高い

公共交通がなくなると地域
のイメージダウン

利用促進策は地域との連携
が必要

地
域
か
ら
の
声

住民

利用者

事業者
等

木津・京都方面への移動が不便

日常生活交通に関する課題

駅を中心としたにぎわいの創出、
高齢者や子ども連れにも日常的に
利用してもらえる、使いやすい駅
づくり

自家用車利用から公共交通利用へ
の転換を促す取組、公共交通の利
用を回復させる取組

自家用車の運転が困難になる高齢
者でも安心して移動できる交通手
段の確保、改善

ＪＲ大和路線減便後の利便性確保

目指すべき
地域公共交通の将来像

暮らして楽しい、訪れて楽しいまちづくり「双楽」を支える公共交通サービスの構築
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1． 地域公共交通計画の目的 

1.1  計画策定の背景と目的 

相楽東部地域においては、平成 29 年３月に「ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通

網形成計画」（以下現計画と記述）を策定し、公共交通の維持・活性化に向けた取組を行って

きた。その結果、JR 関西本線の駅舎改修や駅前広場の整備、相楽東部広域バスの運行開始、 

ＪＲ関西本線（加茂以東）における交通系ＩＣカードシステムの導入、公共交通総合時刻表の

全戸配布など、公共交通の利便性を向上させる様々な施策が実現している。 

しかし、相楽東部地域の笠置町、和束町、南山城村（以下３町村と記述）では、人口減少と

高齢化が一層深刻化しており、３町村が共通して掲げる地域の将来像である「定住促進」を実

現し、子どもから高齢者まで誰もが安心してお出かけできる環境を整えるには、現計画の期間

が終了した後も引き続き公共交通の利便性向上に向けて取組を進めることが不可欠で、それを

規定する新たな計画を策定する必要がある。 

そこで、現計画の検証結果に加え、長引く新型コロナウイルス感染症の影響やＪＲ大和路線

の減便といった現計画策定後の社会情勢の変化等を踏まえるとともに、改正された「地域公共

交通の活性化及び再生に関する法律」（令和２年 11月施行）に則り、新たな「ＪＲ関西本線（加

茂以東）沿線地域公共交通計画」を策定する。 

 

1.2  計画区域・計画期間 

計画区域：笠置町、和束町及び南山城村 

計画期間：おおよそ 10年後（令和 13年度）の将来を 

見据えつつ、令和４年度から８年度までの 

５年間の計画とする。 

 

1.3  対象とする交通 

・鉄 道：ＪＲ関西本線（加茂以東） 

・バ ス：奈良交通和束木津線、相楽東部広域バス 

・地域内交通：笠置町循環バス、和束町グリーンスローモビリティ、南山城村内交通（村営

バス、月ヶ瀬ニュータウン線、村タク） 

・個 別 輸 送：スクールバス、福祉有償運送、タクシー 

  

図 計画区域 
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2． ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域の現況 

2.1  対象地域の現況 

■人口と年齢構成 

○京都府の相楽東部地域に位置するＪＲ関西本線（加茂以東）の３町村の人口は、笠置町

が府内最少で他の２町村とも下位に位置する。 

○３町村の人口は減少傾向が続いており、平成 27 年時点で笠置町 1,368 人、和束町 3,956

人、南山城村 2,652 人、３町村あわせて 7,976 人と、地域の人口が最も多かった昭和 60

年に比べて３割以上減少している。 

○国立社会保障・人口問題研究所の推計では、令和 22 年（2040 年）には５千人を下回

り、平成 22 年に比べ半減すると予想されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）総務省統計局「国勢調査報告」、将来推計の値は、国立社会保障・人口問題研究所推計値 

図 ３町村の人口の推移 

 

■転入・転出状況 

○沿線３町村の年齢階層別転入・転出超過数（他市町村からの転入者と他市町村への転出

者の差）をみると、３町村とも転出者が転入者を大きく上回る。 

○特に 20 歳代前半の転出者が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３町村の年齢層別転入・転出超過数（R1年と R2年の年平均値） 

 

転

入

超

過 

転

出

超

過 

資料：総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」（R1,R2） 

将来推計 
20年間で 
３４％減少 
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■自動車の保有 

○３町村の自家用車の１世帯当たり保有台数は 2.13台（笠置町）～3.09台（和束町、い

ずれも令和元年）で、自家用車依存が極めて高い。（府平均（1.04 台）の 2.0 倍～3.0

倍） 

■地域の生活関連施設 

○公共施設や生活関連施設は基幹交通の沿線に位置しているが、区域内には病院や買物施

設が少なく、通院や買物時には近隣の木津川市や伊賀市の施設を利用している。 

○人口減少が進むと、需要の先細りから商店、病院、金融機関などの生活機能を区域内で

維持することが一層困難になると予想される。 

■人の動き 

【通勤流動】 

○笠置町や和束町では、隣接の奈良市や木津川市へ通勤する人の割合が高く、南山城村で

は隣接の伊賀市への通勤者が多い。（町村外への通勤：笠置町 58%、和束町 44％、南山

城村 57％） 

○通勤交通手段は３町村とも自家用車の利用が多く、特に町村内の通勤では自家用車の利

用が９割前後と高くなっている。 

【通学流動】 

○和束町と南山城村では、約６割の通学者が自町村内の小中学校へ通学している。（町村

内への通学：和束町 59.9％、南山城村 62.5％） 

○笠置町には中学校がないため、中学生は南山城村の笠置中学校へ通学している。（町内

の小学校への通学：25.5％） 

○区域内に高校はなく、木津川市をはじめとする京都府内や大阪府へ通学している。 

○小中学生の通学交通手段としてスクールバスが運行されているが、高校生はＪＲの駅ま

で家族が車で送迎する家庭もある。 

■観光 

○観光入込客数は、お茶の京都博関連のイベントや「道の駅・お茶の京都みなみやましろ

村」の開業により、平成 29 年度に南山城村で前年比 300％以上の増加となった。令和

2 年の観光入込客数は、新型コロナウィルス感染症の影響で 3 町村とも落ち込みが見ら

れるが、その中でも南山城村が最も多く 66 万 7 千人となっている。 

〇笠置町では、笠置寺や木津川のキャンプやカヌー場、和束町ではお茶に関連した「和束

茶カフェ」や交流ステーション「和束の郷」、南山城村では「道の駅お茶の京都みなみ

やましろ村」が主な集客施設となっている。 

〇和束町では、景観資産への登録や日本で最も美しい村連合への加盟、和束茶の知名度向

上等により、和束町を訪れる人が増加しつつあり、平成 27 年度には「日本茶８００年

の歴史散歩」として日本遺産に認定されており、更なる交流人口増加に向けて公共交通

の整備が必要となる。 
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（資料）京都府京都府観光入込客調査報告書 

図 ３町村の観光入込客数の推移 

■３町村の連携 

○区域内３町村の事務の効率化等を目的として、平成 20 年（2008 年）に相楽東部広域連

合が発足し、教育や廃棄物処理などにおいて行政の連携が図られているが、住民の生活

レベルにおける町村を越えた相互交流や連携は活発でなく、区域の活力向上には十分寄

与できていない。 

 

2.2  公共交通の現況 

■地域公共交通サービスの状況 

○地域の基幹交通として、笠置町、南山城村にはＪＲ関西本線と、ＪＲ加茂駅～ＪＲ月ケ

瀬口駅間を結ぶ相楽東部広域バスが、和束町には奈良交通和束木津線がＪＲ加茂駅～和

束町小杉の間で運行されている。 

○地域内交通として、笠置町には町営循環バスが運行されており、南山城村には村営バス

が村の中心部～村南部の松笠地区の間で、また「やまなみ交通」としてデマンド型乗合

タクシー「村タク」が村全域において、月ヶ瀬ニュータウン線がＪＲ月ケ瀬口駅～月ヶ

瀬ニュータウンの間でそれぞれ運行されている。 

○和束町では、観光客を対象とした公共交通として、グリーンスローモビリティによる茶

畑周遊ツアーが運行されている。 

○これらのうち、相楽東部広域バス、南山城村の「やまなみ交通」、和束町の茶畑周遊ツ

アーは、平成 29 年 3 月に策定された「ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通網

形成計画」のもとで新たに運行が開始された公共交通である。 
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※可住地は、全体から森林面積（土地利用基本計画に基づき指定された森林地域）・水系を除いたエリアを示すも
ので、必ずしも住居があるわけではない。 

図 ３町村の公共交通体系と公共交通カバーエリア 

 

■基幹交通の利用状況 

【ＪＲ関西本線】 

○圏域内には笠置駅（笠置町）、大河原駅及び月ヶ瀬口駅（南山城村）の３駅があり、い

ずれもバリアフリー化未整備の無人駅（町村への簡易委託駅）だが、笠置駅は平成 29

年に駅前整備が行われ、町内循環バス及び相楽東部広域バスの乗り入れが開始されたほ

か、大河原駅は平成元年度に改修工事が終了し、デマンド交通等の予約センターが設置

された、 

○運行本数は、平日・土曜は上下それぞれ 23 本、日祝は 22 本となっており、朝夕の時

間帯は１時間に２本、それ以外は１時間に１本となっている。 

○令和２年３月に、車載器による交通系ＩＣカードの利用が可能となった。 

○各駅の乗降客数は著しい減少傾向にある。（H17 年の３駅合計利用者数 279 千人⇒R1

年 188 千人で約 56％減） 
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【ＪＲ大和路線】 

○加茂駅は、大阪・奈良方面への直通列車の始発駅であり、JR 関西本線（加茂以東）の

普通列車や奈良交通バス和束木津線、相楽東部広域バスが乗入れ、３町村と地域外との

交通結節点として機能している。 

〇運行本数は、奈良・天王寺・大阪方面が 41 本、朝夕の時間帯は１時間に３～４本、そ

れ以外は１時間に２本であった。しかし、令和 3 年 10 月のダイヤ見直しにより、加茂

駅発 12 時～15 時台の運行本数が１時間に２本から１本へ減便され、1 日 37 本になっ

ている。 

【奈良交通バス和束木津線】 

○鉄道のない和束町にとって町内と町外を結ぶ唯一の公共交通であり、地域間幹線系統と

して運行されている。交通系ＩＣカードの利用が可能である。 

○運行本数は、平日が加茂駅行き 14 本、和束町小杉行き 12 本（他区間運行１本）、土日

祝は両方向とも 12 本で、概ね１時間に１往復の運行となっている。 

○和束町内で乗降客数の多い停留所は、和束高橋、和束小学校、和束中学校、和束河原な

どであり、二ノ瀬以東の停留所の利用者は非常に少ない。便別の利用状況は、平日は朝

夕の通勤・通学時間帯以外の利用が少なく、土日は朝昼と比較的利用されているが、夕

方以降の利用が極端に少ない傾向となっている。 

○利用者は減少しており（H28 年の合計利用者数 8.90 万人⇒R1 年 7.81 万人で約 12％

減）しており、特に、二ノ瀬以東の乗降が少ない。 

【相楽東部広域バス】 

○京都府と３町村の共同により、JR 加茂駅から和束町木屋地区、笠置町及び南山城村内

の主要施設等を経由して、JR 月ヶ瀬口駅（南山城村）で、平成 29 年 10 月から運行さ

れている。 

○運行日は月・水・金・土曜日、運行本数１日４往復で、ＪＲ関西本線の列車の運行が空

白となる時間帯をカバーするようなダイヤとなっている。 

○年間利用者数は、運行開始初年（H29.10～H30.9）の 1,715 人から減少傾向にあったも

のの、近年は増加に転じており、R2.10～R3.9 の年間利用者数は、新型コロナウイルス

感染症拡大の影響があったものの 1,761 人と過去最大となっている。 

■町村内交通のサービス内容 

【笠置町】 

○福祉バスとしての意味合いも持つ無料の町内循環バスが運行しているが、利用者は町民

に限定されており来訪者は利用できない。 

○利用者数は近年のピークであった H28 年（1.84 万人）から減少し続け、R2 は新型コ

ロナウイルス感染症拡大の影響もあり 0.81 万人と、ピーク年より 56％減少している。 

【和束町】 

○近年の観光入込客の増加を受け、令和３年４月からグリーンスローモビリティ（カート

車両）による茶畑周遊ツアーが、土日祝日に１日４便運行されている。 

○かつては町営バスが木屋地区等に運行されていたが、利用者がほとんどなく休止されて

いる。 
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【南山城村】 

○村営バス（スクールバス・一般混乗）が、ＪＲ月ケ瀬口駅から村南部の田山地区、高尾

地区を経由して松笠まで運行されており、運賃は無料で、平日のみ 5.5 往復の運行であ

る。 

○R3 年４月から、やまなみ交通（村タク、月ヶ瀬ニュータウン線）が有料で本格運行を

開始している。村タクは村内全域を運行するデマンド型乗合タクシーで平日の８時 30

分～19 時に運行し、月ヶ瀬ニュータウン線はＪＲ月ケ瀬口駅から道の駅お茶の京都み

なみやましろむらや医療施設を経由して月ヶ瀬ニュータウンに至る火・木運行の定時定

路線で、運行開始以来の月別の利用者数はいずれも徐々に増加傾向にある。 

○やまなみ交通の運行開始に伴い、従来から村北部の童仙房・野殿地区で運行されていた

コミュニティバスは休止されている。 

 

《参考》犬打峠トンネルの整備 

○府道宇治木屋線の宇治田原町南から和束町別所間の犬打峠の区間は、対面１車線の非常

に狭隘な区間で勾配もカーブも多く、バスの運行が困難な区間である。 

○当区間にて、令和５年度の開通を目標に犬打峠トンネルの整備が進められており、本ト

ンネルの開通により、安全で円滑な走行環境が確保されるとともに、新名神高速道路へ

のアクセス機能が向上し、地域産業の振興や交流人口の拡大の効果が期待されている。 

○犬打峠トンネルが開通すると、和束町から宇治田原町を経由して宇治市、京田辺市方面

への新たな路線バスの運行が可能となり、実現すれば、相楽東部地域からの公共交通に

よる通勤・通学可能圏域の拡大や、日常生活における行動範囲の拡大が期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 犬打峠トンネルの位置図 
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3． ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域の現況からみた問題点 

3.1  対象地域の現況からみた問題点 

◇高齢化の進展と、若年層、子育て層の減少・転出                               

⚫ 50％近い高齢化率に加え、大幅な人口減少、特に若年層や生産年齢人口の減少が進展し

ている。 

⚫ これらは圏域内における需要の先細りを招き、病院や商業施設、金融機関等の生活関連

施設の維持を困難にしており、これらの多くを木津川市や伊賀市等の近隣市に依存して

いる。 

⚫ 圏域内には高等学校がなく、自動車を運転できない高校生は公共交通を利用しなければ

通学が困難な状況である。 

⚫ これにより、若年層や子育て層の圏域外への転出が進み、地域コミュニティの維持も難

しくなる。 

◇クルマの利用を前提とした地域構造                           

⚫ 自動車保有率が高く、通勤での自家用車利用、通学での家族等による自家用車での送迎

が多い。 

⚫ 生活関連施設の圏域内からの撤退が続き、圏域外の施設の利用を余儀なくされるが、圏

域内外を行き来する公共交通が不便であるため、自家用車への依存が一層進行する。 

⚫ 従って、自家用車なしでは住み続けられない、また移住するには自家用車を保有しなけ

ればならなくなる。 

◇圏域内の住民レベルの相互交流の停滞                         

⚫ 相楽東部広域連合により行政の連携・効率化を図っているが、各町村の住民間での日常

的な相互交流が可能な公共交通にはなっていない。 

⚫ 若年層の区域外流出の抑制や、高齢者がいきいきと暮らせる地域にするため、域内の公

共施設の相互利用や「お茶の京都」構想など、人の移動を活性化させ、賑わい創出、交

流促進等の取組が求められる。 

 

3.2  公共交通の現況からみた問題点 

◇通勤・通学における問題点                             

⚫ 笠置町及び南山城村からの通勤者には、乗継の利便性、運行便数、駅周辺の駐車場数な

どの要因により、加茂駅でのパーク＆ライドや同駅までの送迎が多い。 

⚫ 小中学生の通学にはスクールバスを利用できるが、放課後に子供達が一緒に遊ぶには家

族の送迎が必要となる。また高校生の通学は、鉄道駅まで親がマイカーで送迎する家庭

もある。 

⚫ 現計画の下で、相楽東部広域バス、南山城村やまなみ交通（村タク、月ヶ瀬ニュータウ

ン線）、グリーンスローモビリティによる和束町茶畑周遊コースなど新たな公共交通の

運行が開始されたが、通勤・通学の利便性向上を目的とした施策ではないため、相楽東

部地域から公共交通で通勤・通学できるエリアの拡大には至っていない。 
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◇日常生活交通における問題点                              

⚫ 山間部や高台に集落が点在しており、既存バス路線の停留所へ行き来できない高齢者の

増加が見込まれるが、このような地区へはバス車両の運行が困難な場合が多い。 

⚫ バスが運行されている地域においても利便性が低く、区域外にある病院や商店など生活

関連施設へ、公共交通で行き来することが困難な地域がある。 

⚫ 日常の食料品購入などにも通信販売や宅配を利用する人が増え、外出機会の減少により

公共交通の需要が縮小してきている。 

⚫ さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大により、外出機会が一層減少するとともに、

他人と空間を共有する公共交通の利用を敬遠する風潮が強まったことで、公共交通の利

用者が一層減少し、ＪＲ大和路線では運行本数が削減されている。 

◇観光・交流交通における問題点                           

⚫ 圏域内３町村の観光施設等を周遊できる公共交通がない。 

⚫ 笠置町の循環バスは利用者が町民限定であり、南山城村の村営バスとやまなみ交通（村

タク、月ヶ瀬ニュータウン線）、及び相楽東部広域バスは土日祝日に運行していないこと

から、観光目的の来訪者にとって移動しづらい地域である。 

⚫ 笠置駅における駅前広場の整備やコミュニティカフェのオープンなど、使いやすく人が

集まりやすい駅が創られつつあるが、ここに乗り入れる区域内交通が少なく、ＪＲとの

結節機能が弱いため、十分に活用されていない。 

⚫ 区域内の公共交通に関する情報発信が不十分であり、来訪者を含む利用促進につながっ

ていない。 
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4． 地域のニーズの把握 

4.1  住民アンケートより把握された現況・ニーズ 

(1) アンケート実施概要 

・調査地域：笠置町、和束町及び南山城村全域 

・調査対象：調査区域内の全世帯。（１世帯に調査票３枚配布） 

・配布数：3,350世帯（笠置町：600世帯、和束町：1,450世帯、南山城村：1,300世帯） 

・配布方法：各世帯に直接配布（広報誌に挟み込み）。 

・回収方法：郵送回収 

・調査時期：令和３年 10月 1日（金）～令和３年 10月 25日（月） 

・回収状況： 

表 配布件数・有効回答件数 

 配布件数(件) 回答世帯数 
回収率(％) 
※世帯数ベース 

有効回答数 
※調査票 

笠置町 600 199 33.2 365 

和束町 1,450 302 20.8 531 

南山城村 1,300 345 26.5 647 

総 計 3,350 846 25.3 1,543 

※11月２日到着分までを集計     
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(2) アンケート結果からみえる現況の問題点・ニーズ  

 笠置町 和束町 南山城村 

免許保有状況 免許保有率 69％ 

免許返納者率 5％ 

免許保有率 80％ 

免許返納者率 4％ 

免許保有率 78％ 

免許返納者率 4％ 

通勤交通手段 勤務先まで車運転  57％ 

一部公共交通利用  34％ 

勤務先まで車運転  70％ 

一部公共交通利用   9％ 

勤務先まで車運転  64％ 

一部公共交通利用  33％ 

他に最も多い目的

での交通手段 

目的地まで車    52％ 

一部公共交通利用  31％ 

目的地まで車    62％ 

一部公共交通利用  22％ 

目的地まで車    60％ 

一部公共交通利用  25％ 

地域のバスの利用

状況 

<町内循環バス> 

月 2～3 回以上利用   4％ 

利用しない          74％ 

<奈良交通バス和束木津線> 

月 2～3 回以上利用   4％ 

利用しない      66％ 

<村営バス･やまなみ交通> 

月 2～3 回以上利用   2％ 

利用しない       80％ 

バスの利用しにく

い点（複数回答） 

<町内循環バス> 

便数が少ない    18％ 

ダイヤや路線がわかりにくい 12％ 

<奈良交通バス和束木津線> 

便数が少ない    41％ 

家からバス停が遠い 27％ 

<村営バス･コミュニティバス> 

便数が少ない    19％ 

予約が面倒          18％ 

犬打峠トンネル経由

の新バス路線が運行

されたら 

 利用する      22％ 

利用しない     29％ 

分からない     44％ 

 

今後どのような公

共交通の取組があ

ればいいと思うか

（複数選択の中か

ら多かったものを

列挙） 

町民以外も循環バスを利用

できるようにして運賃収入

を増やす／循環バスを有料

化し、運賃で経費をまかな

う／バスなどを待つ場所を

快適にする／町の魅力をも

っとＰＲし観光客が利用し

やすい公共交通を整備する

ことで利用者を増やす／タ

クシーを利用する場合の支

援制度を充実する 

和束木津線のバス停に中継

地を設けて狭小な集落まで

小型の公共交通を導入／電

話やスマートフォンで予約

できる自宅付近まで送迎し

てくれる小型公共交通の導

入／タクシーを利用する場

合の支援制度を充実／町の

魅力をもっとＰＲし観光客

が利用しやすい公共交通を

整備することで利用者を増

やす／住民が協力して新た

な交通サービスを作る場合

町が支援・助成する制度の

創設 

JR月ケ瀬口駅や大河原駅前

に駐車場を整備／村の魅力

をもっとＰＲし観光客が利

用しやすい公共交通を整備

することで利用者を増やす

／土日祝日全ての曜日や早

朝・夜間も運行する村内交

通を構築／JR木津駅まで直

通で往復する通勤・通学バ

スを運行／JRやバスなど地

域の公共交通のダイヤなど

が簡単に検索・確認できる

ＨＰを構築 

これまでの公共交

通に関する取組の

中で効果が高いと

思うもの 

JR 関西本線の交通系 IC 導入 38% 

笠置駅前広場の整備とバス乗り入れ 35% 

笠置駅「駅カフェ」の整備 32% 

広報「れんけい」での公共交通情報提供  26% 

相楽東部広域バスの運行  24% 

相楽東部公共交通総合時刻表の作成  23% 

 

定期券購入補助､満 70 歳以上､免許返納者  

への IC カード提供   43% 

御茶畑の景観を周遊する電動小型車両の運行 35% 

広報「れんけい」での公共交通情報提供  31% 

JR 関西本線の交通系 IC 導入 24% 

相楽東部公共交通総合時刻表の作成   23% 

相楽東部広域バスの運行  21% 

JR 関西本線の交通系 IC 導入 44% 

広報「れんけい」での公共交通情報提供  42% 

村の交通再編(村タク､月ヶ瀬 NT 線運行) 37% 

相楽東部広域バスの運行  37% 

道の駅におけるバス乗継拠点の整備 36% 

相楽東部公共交通総合時刻表の作成  35% 

大河原駅の駅舎改修･整備 34% 

アンケート結果か

らみえる現況の問

題点・ニーズ 

○通勤及び通院・買物などの日常生活の移動手段はマイカーが大半を占め、特に和束町

がマイカーだけで移動する割合が高い。地域内交通の利用は少ない。 

○利用しにくい理由として、どの町村も便数の少なさが最多だが、他の理由は各町村の

公共交通の状況を反映している（笠置：わかりにくさ、和束：バス停が遠い、南山城：

予約が面倒） 

○自由回答では、将来自分や家族が運転できなくなったときバスに頼りたい人も少なく

なく、今から少しでも利用し支えることが維持につながると伝えることが必要。 

○今後のあり方について、高齢社会に対応したきめ細かな輸送サービスの導入とともに、

持続できるような効率的運営の可能な手段、手法であることが必要との意見が多い。 
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4.2  住民・関係者の意見交換より把握された現況・ニーズ 

 【住民懇談会】 

  ○開催日程 

第１回：和束町      11月 19日（金）19：00～21：00 和束町社会福祉センター 

第２回：笠置町・南山城村 11月 27日（土）14：00～16：00  南山城村やまなみホール 

第３回：３町村合同    12月 11日（土）14：00～16：00  南山城村やまなみホール 

  ○参加者 

・普段公共交通を利用している人（老若男女） 

・医療・商業・福祉・教育等の関係者（公共交通利用を促せる人） 

・まちづくりに関わっている人 

・公共交通やまちづくりに興味がある人   等 

 ○プログラム（第１回）…第２回もほぼ同様の進め方 

時間 内容 担当 

10分 １．はじめに 

①開会あいさつとＷＳの趣旨説明 

②ＷＳの流れと本日の予定説明  

①各町村 

②地域未来 

20分 ２．地域公共交通計画の説明 

・策定の主旨、流れと骨子案の内容、今後のスケジュール 等 

各町村 

30分 ３．地域の移動について考えよう 

①自己紹介（１人３０秒ずつ） 

②地域の公共交通について付箋を使って意見を出す 

 ・青の付箋：地域の公共交通や移動の便利なところ 

・ピンクの付箋   〃      気になるところ 

グループワーク 

（5分） （休憩）  

30分 ４．公共交通の取組について考えよう 

①現在検討されている施策の基本方針について 

 ・重要だと思う基本方針にシールを貼り、その理由を述べる 

②和束町が検討する公共交通の主な取組について意見を出し合う 

 ＜主な取組＞ 

 ・犬打峠トンネルの開通による新たなバス路線の開設 

 ・和束木津線の再編と地域内交通の検討 

③発表準備（意見まとめ、発表者を決める） 

グループワーク 

15分 ５．グループワークの発表  

10分 ６．まとめ 

①グループワークで出た意見の振り返りと今日の意見の取り扱い

について 

②今後の予定 

地域未来 

 終了  

 ○第３回（３町村合同）は、第１、２回の結果を踏まえつつ、相楽東部の地域公共交通が目指

す姿を反映し、計画の目標に使えるようなキャッチフレーズ（キーワード）を考える。 
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4.3  交通事業者等の関係者ヒアリング調査から把握された現況・ニーズ 

(1) ヒアリング実施概要 

・調査対象者：（鉄道）西日本旅客鉄道株式会社 

（バス）奈良交通株式会社 

（タクシー）山城ヤサカ交通株式会社、加茂タクシー株式会社 

（その他）相楽東部広域バス運行事業者、福祉有償運送事業者 

 

(2) ヒアリング結果から見える現況の問題点・ニーズ 

・ドライバー不足が深刻な問題となってきている。 

・新型コロナウイルスによる減収が大きな課題であり、利便性向上に向けて取り組む余裕

がない。 

・全体に利用者は減少傾向だったがコロナ禍でさらに減り、学校のリモート授業、時差登

校、リモートワークにより定期券収入が減少、特に通学定期の減少が顕著。 

・タクシーなども含めて、地域全体の公共交通として取り組む必要がある。 

・免許を返納してからバス利用ではなく、元気なうちからバス利用を始めて、健康づくり

＝バス利用ということを、60～70 歳ぐらいから意識してもらいたい 

・モビリティ・マネジメントの実施など、地元自治体と共同で取り組むことで、地域全体

の利用促進が必要。 

・新型コロナウイルスにより大きく減少した観光利用について、事業者と地域が一体とな

った PR が必要。 
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5． 地域公共交通網形成計画での実施状況 

 

5.1  地域公共交通網形成計画での実施状況 

地域公共交通網形成計画で示した各施策の実施状況を、下表に示す手順・方針で、基本方針

ごとに整理する。 

整理手順 整理の判断方法 

進捗 ◎：完了または目標達成    ○：完了に向けて事業実施中 

△：検討・研究中         ×：未着手 

評価 継続：今後も事業を継続 

完了：事業が完了（すでに定着しているため計画に記載しない） 

中止：施策のあり方や今後の事業継続を検討し事業を中止（計画

に記載しない） 

事業状況と今後の対応 施策の実施状況や今後の対応方針に関するコメントを記載 

 

 

 

 

施策 施策の 

主な対象 

進捗 評価 事業状況と今後の対応 

ＪＲ関西本線の駅に

おける公共交通結節

機能の強化 

通勤・通

学交通 

◎ 完了 

笠置駅の駅舎の整備及び駅前広場の整

備完了 

大河原駅の駅舎の整備完了 

和束町中心部及び

道の駅「お茶の京都

みなみやましろ村」

におけるバス交通結

節機能の強化 

○ 

(△) 

一部

完了 

道の駅「お茶の京都みなみやましろ村」の

整備に合わせ、相楽東部広域バス、南山

城村営バス、月ヶ瀬ニュータウン線が乗り

入れるバス乗り場と待合施設を設置 

和束町中心部は検討中 

交通系ＩＣカードシス

テムの導入 
◎ 完了 

JR関西本線車両への車載器導入により

全国交通系ICカードの利用が可能に 

ＪＲ関西本線加茂以

東区間から大阪・京

都方面への移動の

利便性向上 

○ 継続 

令和３年10月よりJR関西本線加茂以西の

加茂～奈良間が減便。既存ダイヤでの接

続向上及び加茂～奈良間でJRの空白時

間帯をカバーするバスを検討（和束木津

線の延伸など） 

 

 

  

①計画区域内外の交流を促進し、町村の連携強化、地域の活力向上に寄与する公共交

通網の構築 
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施策 施策の 

主な対象 

進捗 評価 事業状況と今後の対応 

加茂駅～月ヶ瀬口駅

間を結ぶ新規広域

バスの運行 

日常生活 ◎ 
完了 

継続 

週４日、１日４往復運行中 

今後、住民ニーズ等に応じた運行改善を

検討し、利用促進の取組を継続 

お茶畑の景観地を周

遊するバス路線の運

行 
観光交流 ◎ 

完了

継続 

和束町観光案内所から、石寺、白栖地区

の茶畑景観を周遊する、グリーンスロー

モビリティによる「茶畑周遊ツアー」（愛称：

グーチャモ）を運行 

今後、利用促進の取組を継続するととも

に、地域住民の移動手段への拡大を検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【交通系 ICカードシステムの導入】 

ICOCAエリア拡大告知チラシ 

【加茂駅～月ヶ瀬口駅間を結ぶ新規広域バスの運行】 

相楽東部広域バス 

【お茶畑の景観地を周遊するバス路線の運行】 

グリーンスローモビリティによる「茶畑周遊ツアー」 
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施策 施策の 

主な対象 

進捗 評価 事業状況と今後の対応 

公共交通を用いた通

学に対する定期券購

入補助制度の新設・

拡充 

通学移動 ○ 継続 

和束町が、高校生を対象に、奈良交通和

束木津線の通学定期券購入額の補助率

を1/2から2/3へ拡充 

観光客など訪問者に

も対応した笠置町内

循環バスの再編 

通勤移動

通学移動

日常生活 

観光交流 

△ 継続 

来訪者も利用可能とするとともに有料化

を検討 

町民ニーズに応じた路線再編を検討 

奈良交通バス和束

木津線の効率化と湯

船地区コミュニティバ

スの運行 

△ 継続 

和束木津線の利用者僅少区間（原山以

北）の地域内交通化を検討 

南山城村内基幹交

通（村営バス、コミュ

ニティバス）の再編 
◎ 

完了

継続 

南山城やまなみ交通として、村タク（デマ

ンドタクシー）と月ヶ瀬ニュータウン線（定

時定路線）の運行を開始し、コミュニティ

バスの運行を休止 

計画区域の生活・交

流拠点となる道の

駅「お茶の京都みな

みやましろ村」への

アクセス交通の整

備 

◎ 完了 

道の駅「お茶の京都みなみやましろ村」の

バス乗降場に、相楽東部広域バス、南山

城村営バス、月ヶ瀬ニュータウン線が乗り

入れ 

高齢者が安全に外

出・移動できる交通

手段の導入 

日常生活 

○ 継続 

南山城村でデマンドタクシー村タクを運行

開始 

公共交通空白地有

償運送の導入 
○ 継続 

南山城村でデマンドタクシー村タクを運行

開始 

人、モノ、コトを総合

的に提供できる輸送

サービスの導入 

○ 継続 

笠置町において、タクシー事業者が新規

許可を得て、乗用タクシーで宅急便を運

ぶ新たな貨客混載事業を実施 

  

 

 

 

 

 

②多様な世代の要望に応えつつ持続可能な移動手段の確保 
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施策 施策の 

主な対象 

進捗 評価 事業状況と今後の対応 

公共交通結節点に

おけるコミュニティカ

フェ等の整備による

賑わい空間の創出 

日常生活 ◎ 完了 

笠置駅舎内に、カフェ＆ネイルサロン

「STATION！！」が開業 

大河原駅舎内に村タクの予約センターを

設置 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

③交通結節点を交流拠点として活用し、まちづくりと連携した賑わいの創出 

【公共交通結節点におけるコミュニティカフェ等の整備による賑わい空間の創出】 

笠置駅舎内のコミュニティカフェ 

【南山城村内基幹交通（村営バス、コミュニティバス）の再編】 

【高齢者が安全に外出・移動できる交通手段の導入】 

南山城村の「村タク」（左：利用案内、右：車両） 
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施策 施策の 

主な対象 

進捗 評価 事業状況と今後の対応 

総合時刻表の作成 

日常生活 

◎ 
完了 

継続 

「相楽東部公共交通総合時刻表」を作成

し、３町村の全世帯に配布 

今後、定期的な更新が課題 

外出機会を創出する

お出かけ情報の提

供 
○ 継続 

上記総合時刻表において、交通機関の路

線や時刻だけでなく、相楽東部地域内の

お出かけスポット紹介や、公共交通を利

用したお出かけコースを紹介 

ICTを活用した公共

交通情報システムの

構築 

○ 継続 

南山城村においてICT実証実験を実施 

多様な主体によるモ

ビリティ・マネジメント

の実施 
○ 継続 

南山城村にて、新たな村内交通導入に向

けた住民懇談会や説明会を実施 

今後も公共交通に対する意識変容や利

用促進に向けた働きかけを継続実施 

高齢ドライバーの運

転免許証自主返納

にかかる施策の推進 

○ 継続 

今後も免許返納に向けた働きかけを継続

実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

④多様な主体の連携による公共交通利用促進施策の推進 

【総合時刻表の作成】 

相楽東部公共交通総合時刻表 

（2019年 3月作成） 

【外出機会を創出するお出かけ情報の提供】 

総合時刻表でのお出かけコースの紹介 
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5.2  評価指標及び目標値の達成状況 

地域公共交通網形成計画における評価指標及び目標値について、その達成状況を整理する。 

 

＜通勤・通学＞ 

評価指標 策定時実績 目標値 達成状況 評

価 H29 H30 R1 R2 R3 

ＪＲ笠置駅、大河原

駅、月ヶ瀬口駅の

定期利用者数 

14.2 万人/年 

(H27) 

14.2 万人/年 

(R3) 

12.1万

人/年 

10.1万

人/年 

8.8万人

/年 
－ － × 

公共交通による広

域的な通勤可能圏

域に関する指標（京

都市方面、奈良市

方面に通勤可能な

エリアの拡大） 

160地区中 

2都市通勤

可能： 

77地区 

１都市通勤

可能 

：0地区 

通勤不可：

83地区 

(H28) 

2都市通勤

可能： 

103地区 

 

１都市通勤

可能： 

34地区 

 

通勤不可 

23地区 

160地区中 

2都市通勤可能：77地区 

1都市通勤可能：0地区 

通学不可：83地区 

(R3) 

× 

公共交通による通

学可能圏域に関す

る指標（通学可能エ

リアの拡大） 

160地区中 

2校通学 

可能： 

100地区 

1校通学 

可能： 

0地区 

通学不可：

60地区 

(H28) 

2校通学 

可能： 

137地区 

 

１校通学 

可能： 

0地区 

 

通勤不可 

23地区 

160地区中 

2校以上通学可能：100地区 

1校通学可能：0地区 

通学不可：60地区 

(R3) 

× 

各町村を運行する

バスの利用者数 

笠置町 

 1.6万人 

和束町 

10.3万人 

南山城村

4.5万人 

（H27） 

策定時の

利用者数を

維持する 

笠置町   0.8万人（R2） 

和束町   7.8万人（R1） 

南山城村 1.1万人（R1）※ 

※交通再編による集計方法変更により比較できない 

× 

◎：現況で目標値達成、〇：過年度に目標値達成、△：達成していないが改善が見られる、

×：未達成  
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＜日常生活＞ 

評価指標 策定時実

績 

目標値 達成状況 評

価 H29 H30 R1 R2 R3 

高齢者の公共交通

による通院可能圏

域に関する指標（通

院可能エリアの拡

大） 

160地区中 

4施設通院

可能： 

70地区 

1施設通院

可能： 

17地区 

通院不可：

73地区 

(H28) 

4施設通院

可能： 

137地区 

 

１施設通院

可能： 

0地区 

 

通院不可 

23地区 

160地区中 

4施設通院可能：70地区 

1施設通院可能：65地区 

通院不可：25地区 

(R3) 
 

※病院到達の評価時刻を概ね 10:30までとすれば、 
南山城村全域が 3施設に通院可能エリアとなる 

△ 

ＪＲ笠置駅、大河

原駅、月ヶ瀬口駅

の利用者数 

18.3 万人/年 

(H27) 

20.3 万人/年 

(R3) 

15.9万

人/年 

13.9万

人/年 

12.4万

人/年 

9.4万 

人/年 
- × 

各町村を運行する

バスの利用者数 

【再掲】 

笠置町 

 1.6万人 

和束町 

10.3万人 

南山城村

4.5万人 

（H27） 

策定時の

利用者数を

維持する 

笠置町   0.8万人（R2） 

和束町   7.8万人（R1） 

南山城村 1.1万人（R1）※ 

※交通再編による集計方法変更により比較できない 

× 

◎：現況で目標値達成、〇：過年度に目標値達成、△：達成していないが改善が見られる、

×：未達成 
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＜観光・交流＞ 

評価指標 策定時実績 目標値 達成状況 評

価 H29 H30 R1 R2 R3 

観光入込客数 笠置町 

25.1万人 

和束町  

8.2万人 

南山城村

30.2万人 

３町村計

63.5万人 

（H27） 

笠置町 

33.0万人 

和束町  

25.0万人 

南山城村

36.3万人 

３町村計

94.3万人 

（H33） 

笠置町 

22.3万人 

和束町  

15.3万人 

南山城村

86.8万人 

３町村計

124.4万人 

笠置町 

23.0万人 

和束町  

17.9万人 

南山城村

100.7万人 

３町村計

141.6万人 

笠置町 

20.6万人 

和束町  

17.0万人 

南山城村

91.9万人 

３町村計

129.6万人 

笠置町 

15.6万人 

和束町  

11.3万人 

南山城村

66.7万人 

３町村計

93.7万人 

－ 

 

× 

 

× 

 

◎ 

 

 

○ 

◎：現況で目標値達成、〇：過年度に目標値達成、△：達成していないが改善が見られる、

×：未達成 

○南山城村の観光入込客数の急増は、「道の駅お茶の京都みなみやましろむら」の開業の影

響が大きいが、その大半は自動車による来訪者と考えられる。 

 

＜共通＞ 

評価指標 策定時実績 目標値 達成状況 評

価 H29 H30 R1 R2 R3 

コミュニティ拠点とな

るなどの交通結節

点の整備数 

0箇所 

(H27) 

４箇所 

(R3) 

３箇所 

(R2) 

※笠置駅、大河原駅、道の駅お茶の京都みなみやましろむら  

△ 

ＭＭの実施回数 
・地域住民向け、小中学

校向け、企業向け意見

交換会等の開催回数 

０回 

（H27） 

１７回 

(R3) 

５回 

（R元） 
△ 

本計画で実施する

施策に対する認知

度 － 
100％ 

(R3) 

笠置町   39％ 

和束町   23％ 

南山城村 39％ 

※住民アンケート調査より 

△ 

 本計画で実施す

る施策(公共交通

施策)により主要

施設へ行くこと

が可能であるこ

との認知度 

－ 
100％ 

(R3) 

笠置町   53％ 

和束町   37％ 

南山城村 69％ 

※住民アンケート調査より 

△ 

本計画で実施する

施策に対する必要

性の理解度 － 
100％ 

(R3) 

笠置町   34％ 

和束町   30％ 

南山城村 40％ 

※住民アンケート調査より 

※取組の効果に対する認識として質問 

△ 

◎：現況で目標値達成、〇：過年度に目標値達成、△：達成していないが改善が見られる、

×：未達成  
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【通勤・通学交通に関する課題】 

【日常生活交通に関する課題】 

【観光・交流交通に関する課題】 

6． 地域公共交通サービスの構築に向けた課題 

以上のような地域の問題点を踏まえ、計画区域における地域公共交通サービスの構築に向け

た課題を次のように整理する。 

     地域と公共交通の問題点             地域公共交通等の課題 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図．地域や公共交通の問題点と公共交通における課題の対応 

1.地域構造や人口の現況と問題点 

2.公共交通の現況と問題点 

観光客の滞在時間を増やすため、宿泊施

設や飲食店から地域内の観光地などへ公

共交通で移動できる仕組みの構築、情報

発信 

①人口が急激に減少しており、特

に生産年齢人口の減少が著しい 

②地域内に総合病院や商業施設、

高校がなく、地域外の施設を利用 

地域で暮らしながら、京都市などへ通勤・

通学できる公共交通サービスの整備 

自家用車の運転が困難になる高齢者でも

安心して移動できる交通手段の確保、改

善 

ＪＲ大和路線減便後の利便性確保 

③高齢化率が５０％程度と高く、

今後も上昇が見込まれる 

自家用車利用から公共交通利用への転換

を促す取組、公共交通の利用を回復させ

る取組 

駅を中心としたにぎわいの創出、高齢者

や子ども連れにも日常的に利用してもら

える、使いやすい駅づくり 

④自家用車保有率が高く、通勤・

通学での自家用車利用が多い 

①自家用車への依存が高い一方、

自家用車の運転が困難な高齢者

が増加 

②木津・京都方面への移動が不便 

③鉄道駅の利用環境、待合環境が

悪い（跨線橋、未改修のトイレな

ど） 

④人口減少に加え新型コロナウ

イルス感染症拡大の影響により

公共交通利用者が減少、ＪＲ大和

路線が減便されるなど、公共交通

の維持・存続が困難に 

⑤地域内交通の情報発信不足、ウ

ィズコロナにおいて訪日外国人

客など来訪者の利用促進につな

がらない 

⑥観光客などの来訪者が利用で

きない住民限定のバスが存在 
移住・定住促進施策やワーケーションの

取組などとの連携 
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7． 地域の上位計画の方向性 

当該地域は、上位・関連計画において、下図のような位置付けがされており、地域公共交通 

を検討するに際し、これらのまちづくりの方向性を踏まえる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 地域公共交通計画の位置づけ 

木津川市 伊賀市 

和束町 笠置町 南山城村 

まちづくり 

関連 

（総合戦略） 

総合計画 

※ 

行政運営の 

最上位計画 

和束町 

第５次総合計画 

（前期計画） 

(令和３年度～令和７年度) 

南山城村 

第４次総合計画 

(平成 24 年度～平成 33 年) 

笠置町まち・ひと・しごと

創生総合戦略 

(令和３年度～令和６年度) 

第２期南山城村まち・ひ

と・しごと創生総合戦略 

(令和２年度～令和６年度) 

 

第２期和束町まち・ひ

と・しごと創生総合戦略 

(令和３年度～令和７年度) 

広域計画 
伊賀・山城南・東大和定住自立圏共生ビジョン 

(平成 28年度～令和３年度) 

京都府 

地域公共 

交通関連 

伊賀市地域公

共交通計画 

(令和３年度～令和 8年度) 

相楽東部地域 

公共交通再編計画 

(令和３年度～令和７年度) 

笠置町過疎地域持続的

発展計画 

(令和３年度～令和７年度) 

第２次木津川市地域公

共交通網形成計画 

(令和２年度～令和 6年度) 

広域計画                           

京都府地域創生戦略 

「お茶の京都」構想 

京都府総合計画 

（令和元年度～令和 5年度） 山城地域振興計画 

基本計画 
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３町村の既往計画に共通して掲げられている目標は、人口減少を食い止め定住促進を図るこ

とであり、その実現に向けて次のような政策の方向性が示されている。 

 

◇交流人口の拡大、新たな人の流れの創出 

◇安心して出産・子育てのできる環境整備 

◇安定した雇用の創出 

◇支え合い助け合えるまちづくり 

◇暮らしの安全・安心の確保 

◇豊かな自然、多彩な文化の保全 

 

３町村とも、総合計画や総合戦略の中で、上記のような政策の方向性を実現するための方針

のひとつとして、公共交通の充実を掲げている。 

笠置駅と大河原駅の２駅は、京都府の「駅再生プロジェクト」の対象となり、笠置駅は駅舎

の整備と「コミュニティカフェ」の開業及び駅前広場の整備が完了し、大河原駅も駅舎の改修

及び駅舎内に南山城村の新たな公共交通である「村タク」の予約センターが開設されている。 

月ヶ瀬口駅付近には、国道 163号沿いに道の駅「お茶の京都みなみやましろ村」が営業して

おり、バスの乗継拠点が整備されているほか、新たにホテル（フェアフィールド･バイ･マリオ

ット京都みなみやましろ）が開業している。国道 163号の利用者を中心に多くの観光客が来訪

し、地域の情報発信、産品販売による産業振興、高齢者生活支援の拠点となりつつある。 
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8． 地域公共交通計画の基本方針 

8.1  計画の基本的な方針 

ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域では、少子高齢化と人口減少により、従来型の地域コミ

ュニティの維持が困難になってきている。そのため、各町村の総合計画等や「お茶の京都」構

想、その他地域の既存の計画・構想に基づき、移住や定住促進、子育て世代に対する対策、地

域の資源を活かした広域的な交流や連携など、住民が豊かに生活でき、また観光客が来訪した

い、移住者が移り住みたいという将来のまちづくりに適応できるよう、全ての利用者が気軽に

利用できる公共交通サービスの整備（上位計画の実現及び地域課題への対応）を目指す。 

 

8.2  計画の目標…目指すべき地域公共交通の将来像 

本計画では、基本方針に基づき、地域住民が様々な移動場面において、気軽に利用可能で、

移動先の選択の幅を広げるような、また、来訪者や移住者に対しては、次もこの地域に来たく

なるような、この地域に住み続けたくなるような公共交通サービスの整備を目指すものとする。 

 

 

  

8.3  施策の基本方針 

上記の将来像の実現に向けた公共交通に関する施策の基本方針を、次のように定める。 

 

基本方針① 

コロナ禍等による減便からの回復を目指し、ＪＲ関西本線沿線全体の公共交通サー

ビスを改善することで利用者を増やす 

・ＪＲ関西本線については、鉄道を中心とする公共交通サービスの改善を進めることで、広

域的な通勤・通学移動の利便性を高め、この地域に住み続けながら、快適に学び・働ける

交通環境を目指す。鉄道の利用を促進するため、駅での公共交通同士の乗継ぎ環境や待合

環境の改善を行い、昨今減便されたＪＲ大和路線列車の早期運行再開を目指す。 

・ＪＲ関西本線（加茂以東）においては、現在の運行本数を維持できるよう、他の沿線自治

体とも連携し、地域住民から来訪者まで幅広い利用促進策を展開する。 

 

基本方針② 

高校生・高齢者を主なターゲットに、自家用車に頼らなくても通勤・通学・買い物・

通院ができ、「健幸」に暮らせる地域を目指す 

・子育て世帯の定住、移住を促進する観点から、区域内に居住しながら近隣地域や都市への

通勤・通学がしやすい公共交通サービスの整備を進め、公共交通を利用して区域外へ通勤、

通学、通院、買物ができる範囲を拡大し、区域外への人口流出の抑制及び定住促進を図る。 

・運転免許証を持たない小中高生が、計画区域内を公共交通で自由に往き来できる環境を整

備し、末永く地域に住み続けたいという意識の醸成を図る。 

・地域内交通の木津駅への乗入れ等により、ＪＲ大和路線の減便による利便性低下を補う。 

暮らして楽しい、訪れて楽しいまちづくり「双楽」を支える公共交通サービスの構築 
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基本方針③ 

駅や拠点バス停での乗継利便性や待合快適性を高め、安心感があり立ち寄りたくな

る拠点をつくることで、地域内外の交流を促進する 

・道の駅「お茶の京都みなみやましろ村」におけるバス乗換拠点整備や、駅再生プロジェク

トにより整備された笠置駅、大河原駅に続き、和束町の中心部や南山城村の月ケ瀬口駅等

において、交通結節機能を強化するとともに、これらの計画区域内外の人々が集う施設を

活用し、定住促進を目指す地域のまちづくりと連携した新たな賑わい創出の拠点とする。 

・駅のトイレ環境や待合環境の改善を図り、高齢者や子ども連れにも利用しやすい駅づくり

を進める。 

・バス停留所における利用者の安全確保、上屋の設置、ベンチの設置、時刻表の見やすさ改

善、駐輪場の併設など、バス利用者が快適に利用できるような環境整備を推進する。 

 

基本方針④ 

情報発信の強化やMaaSの導入等によって、公共交通の分かりやすさ、使いやすさを 

向上させ、特に観光での移動を便利で快適にする 

・地域にとっての公共交通の必要性をより多くの住民に理解していただき、自発的な利用を

促進するため、学校、企業、地域などの多様な主体と連携し、高齢者や高校生、子ども、

マイカー利用者などの対象者に応じたモビリティ・マネジメントやＩＣＴを活用したわ

かりやすい情報提供において、地域内の住民や来訪者の利用の促進につなげる。 

・３町村の公共交通及びお出かけ先等に関する情報発信を効率的に、わかりやすく行うた

め、経路検索サイトへ情報提供を行い、地域内交通の路線や時刻表の情報発信を行う。 

・３町村の公共交通及びお出かけ先等に関するあらゆる情報の発信源となる、コンシェルジ

ェ（総合案内）機能を有する３町村公共交通総合案内拠点を設ける。 

 

基本方針⑤ 

まちづくりと連携した公共交通サービス改善によって「おでかけ」したくなる地域

とすることで、コロナ禍を乗り越え、人口減少社会においても公共交通を持続可能

とする 

・新型コロナウイルス感染症の拡大により、公共交通利用に対する人々の不安も拡大し利用

者の減少につながったことから、バス車両等における抗菌、換気などの充実を図り、公共

交通の安全性を広報することにより、利用者の回復を図る。 

・既に圏域内の一部で実施されている、人の輸送だけでなく小貨物輸送、役務代行といった

複数目的の対応を行う交通システムを、圏域内で需要のある区域に広く展開し、持続可能

な仕組づくりを行う。 

・スクールバスや福祉有償運送など様々な主体が連携し、既存の公共交通サービスの改善・

充実を図るとともに、地域の輸送資源を総動員し、地域住民の移動の確保と持続可能な公

共交通の仕組みづくりを推進する。  
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【通勤・通学交通に関する課題】 

【日常生活交通に関する課題】 

【観光・交流交通に関する課題】 

 

地域公共交通サービスの構築に向けた課題         将来像の実現に向けた施策方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 地域公共交通の課題と地域の将来像の実現に向けた基本方針の対応 

  

観光客の滞在時間を増やすため、宿泊施

設や飲食店から地域内の観光地などへ公

共交通で移動できる仕組みの構築、情報

発信 

地域で暮らしながら、京都市などへ通勤・

通学できる公共交通サービスの整備 

自家用車の運転が困難になる高齢者でも

安心して移動できる交通手段の確保、改

善 

ＪＲ大和路線減便後の利便性確保 

自家用車利用から公共交通利用への転換

を促す取組、公共交通の利用を回復させ

る取組 

駅を中心としたにぎわいの創出、高齢者

や子ども連れにも日常的に利用してもら

える、使いやすい駅づくり 

移住・定住促進施策やワーケーションの

取組などとの連携 

基本方針① 

コロナ禍等による減便か

らの回復を目指し、ＪＲ関

西本線沿線全体の公共交

通サービスを改善するこ

とで利用者を増やす 

基本方針② 

高校生・高齢者を主なター

ゲットに、自家用車に頼ら

なくても通勤・通学・買い

物・通院ができ、健幸に暮

らせる地域を目指す 

基本方針③ 

駅や拠点バス停での乗継

利便性や待合快適性を高

め、安心感があり立ち寄り

たくなる拠点をつくるこ

とで、地域内外の交流を促

進する 

基本方針④ 

情報発信の強化や MaaS の

導入等によって、公共交通

の分かりやすさ、使いやす

さを向上させ、特に観光で

の移動を便利で快適にす

る 

基本方針⑤ 

まちづくりと連携した公

共交通サービス改善によ

って「おでかけ」したくな

る地域とすることで、コロ

ナ禍を乗り越え、人口減少

社会においても公共交通

を持続可能とする 
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8.4  地域公共交通の位置づけと役割 

目指すべき地域公共交通の将来像の実現に向けて、本計画で対象とする公共交通とその役割

を次のように定める。 

 

表 本計画で対象とする公共交通と役割 

役割・位置づけ 公共交通の種類 

基幹的な役割 鉄道 JR 関西本線 加茂駅～月ヶ瀬口駅間 

バス 奈良交通 和束木津線（加茂駅(西口)～和束町

小杉） 

相楽東部広域バス 加茂駅(西口)～月ヶ瀬口駅 

支線的な役割 地域内交通 笠置町循環バス 全線 

和束町グリーンス

ローモビリティ 

石寺ルート 

南山城村内交通 村営バス（高山大河原線） 

月ヶ瀬ニュータウン線 

村タク 

個別輸送 スクールバス 相楽東部広域連合

で運行しているス

クールバス 

 

自家用有償旅客

運送 

3 町村で運行して

いる福祉有償運送 

 

タクシー 民間タクシー  
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9． 計画の達成状況を評価する指標 

本計画の達成状況を評価するため、評価指標を次のように設定する。 

 評価指標 

[基本方針①] 

住民等の公共交通の利用者数 

整備拠点数 

鉄道との接続便数 

[基本方針②] 

住民等の公共交通の利用者数【再掲】 

公共交通の収支率 

公共交通への公的資金投入額 

通勤・通学・通院可能エリアの拡大 

交通空白地の縮小 

[基本方針③] 

住民等の公共交通の利用者数【再掲】 

整備拠点数【再掲】 

鉄道との接続便数【再掲】 

[基本方針④] 

住民等の公共交通の利用者数【再掲】 

観光入込客数 

情報のオープンデータ化率 

[基本方針⑤] 

住民等の公共交通の利用者数【再掲】 

交通空白地の縮小【再掲】 
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10． 計画目標実現に向けた具体的施策 

計画区域における交通課題解決と上位計画の実現に向けた具体的施策を示す。 

計画の将来像 
施策の 

基本方針 
施策対象 施策 

暮らして楽し

い、訪れて楽

しいまちづく

り「双楽」を

支える公共交

通サービスの

構築 

①コロナ禍等に

よる減便からの

回復を目指し、JR

関西本線沿線全

体の公共交通サ

ービスを改善す

ることで利用者

を増やす 

通勤・通学／

日常生活交通 

高齢者や子ども連れにも利用しやすい駅の環境

整備 

駅での鉄道とバスの接続性の確保、改善 

加茂駅、木津駅での乗継時間改善 

②高校生・高齢者

を主なターゲッ

トに、自家用車に

頼らなくても、通

勤・通学・買い物・

通院ができ、健幸

に暮らせる地域

を目指す 

通勤・通学／

日常生活交通 

犬打峠トンネル開通後、新たなバス路線の開設 

地域間幹線バス路線の再編（奈良交通・和束木津

線） 

地域内バス路線の再編（笠置町循環バス） 

相楽東部広域バスの運行改善 

地域内交通の加茂駅、木津駅への乗入れ 

高齢者や高校生を対象とした利用促進 

公共交通における新型コロナウイルス感染症対

策のＰＲ、高齢者の外出促進 

③駅や拠点バス

停での乗継利便

性や待合快適性

を高め、安心感が

あり立ち寄りた

くなる拠点をつ

くることで、地域

内外の交流を促

進する 

通勤・通学／

日常生活交通 

高齢者や子ども連れにも利用しやすい駅の環境

整備【再掲】 

和束町中心部におけるバス乗継拠点の整備 

④情報発信の強

化やMaaSの導入

等によって、公共

交通の分かりや

すさ、使いやすさ

を向上させ、特に

観光での移動を

便利で快適にす

る 

日常生活／観

光・交流交通 

交通総合案内窓口（コンシェルジュ）の設置 

来訪者にも分かりやすい、経路検索サイトでの情

報提供 

観光型MaaSの導入 

総合時刻表の作成・配布 

⑤まちづくりと

連携した公共交

通サービス改善

によって「おでか

け」したくなる地

域とすることで、

コロナ禍を乗り

越え、人口減少社

会においても公

共交通を持続可

能とする 

日常生活／観

光・交流交通 

交通空白地有償運送やデマンド交通の拡大 

スクールバスや福祉有償運送など、様々な主体と

の連携による移動手段の確保 
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11． 計画の評価と推進体制 

11.1  評価の基本的な考え方 

本計画の評価、検証、見直し等は、ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通活性化協議

会が主体となって実行する。 

実行にあたっては、Ｐｌａｎ（計画）、Ｄｏ（実施）、Ｃｈｅｃｋ（検証・評価）、Ａｃｔｉ

ｏｎ（改善・見直し）のＰＤＣＡサイクルの進行管理に基づき、施策の実施状況や目標値の達

成状況を検証・評価し、社会情勢の変化などもふまえて、必要に応じて計画の見直しを行う。

検証・評価に必要なデータ収集の方法としては、各種統計資料を定期的に収集するほか、施策

の認知度や必要性の理解度を把握するため、計画区域内の住民等を対象としたアンケート調査

を適宜実施する。 

 

11.2  推進体制 

本計画は、ＪＲ関西本線の加茂駅～月ヶ瀬口駅間の沿線を対象とし、笠置町、和束町、南山

城村の３町村にまたがった計画である。目標の実現、施策の継続的な実施に向けては、施策実

施を単一の自治体のみで実施するのではなく、３町村の関係者及び区域の交通事業者、住民な

ど、様々な関係者が連携し、総合的な取組として進めることが必要である。 

そのため、自治体、交通事業者、道路管理者、警察、住民、企業等が一体となって、継続的

に協議・調整できる体制づくりを行う。 

 

＜今後のスケジュール＞ 

○令和４年度 

～令和８年度 １～３月：当計画に基づく具体的施策・目標達成状況等進捗状況の報告 

 

 

 


